
 

27 弓道 

kyudo 
                                         

 

 

 

１ 期  日 

（１）遠 的 令和４年 ７月３１日（日） 

（２）近 的 令和４年 ８月 ７日（日） 

 

 

２ 会  場                                  

  近的・遠的  滋賀県立武道館         

  住所:大津市におの浜4-2-15       

  TEL：077-521-8311            

 

 

３ 競技種目 

  団体戦（郡市対抗競技）のみとする。 

（１）一般男子 

（２）一般女子 

 

 

４ 参加資格 

（１）各郡市、男女それぞれ２チーム以内とする。 

（２）１チーム３名とし、１名からでも参加可能とする。 

（補欠選手の登録及び競技開始後の立順変更は認めない）。 

 

 

５ 競技方法 

（１）競技は、（公財）全日本弓道連盟競技規則に準じて行う。 

（２）近的は８射、的中制、的中上位取り。 

（３）遠的は８射、得点制、得点上位取り。 

（４）同中及び同得点の場合はチームの代表者による遠近法により順位を決定する。 

（５）郡市順位は、遠的、近的の合計得点で決定する。 

（６）遠的は６０ｍ、近的は２８ｍで行う。 

 

 

６ 申込先及び連絡先 

滋賀県弓道連盟 事業本部長 楠井 康文 

住 所：〒520-0023 大津市茶が崎４－１ ５３０号 

電 話：０９０－５０１５－１５７３ 

締切り：令和４年６月１５日（水） 

 


